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石川中央保健福祉センター 
  保健と福祉がより密接な連携をとるため、平成１２年４月１日に石川中央保健所、中央福祉事務所、 

  福祉総合相談所（中央児童相談所、婦人相談所、身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所）が 

 統合された組織である。 

                  保健部 

  石川中央保健福祉センター    

                  福祉相談部 

 

１ 福祉相談部の組織及び分掌事務 
  福祉相談部は福祉に関する事務所、中央児童相談所、女性相談支援センター（婦人相談所・配偶者暴力

相談支援センター）、身体障害者及び知的障害者の更生相談所を統合したものであり、福祉に関する相談を

一体的に運営することにより、複雑多様化しているニーズに対して、総合的な相談・指導等を行うと共に市町

等に広域的、専門的な支援を行っている。 

      管 理 課 ・部内の事務の連絡調整に関すること。 

            ・社会福祉会館内の機関相互の連絡調整、会館の管理及び運営に関すること。 

            ・児童福祉施設等の費用徴収に関すること。 

 

      地域支援課 ・生活保護に関すること。 

            ・児童、ひとり親家庭、老人、身体障害者及び知的障害者の福祉に関すること。 

            ・発達障害者の支援に関すること。 

            ・社会福祉法人、社会福祉施設等の指導監査に関すること。 

            ・民生委員及び児童委員に関すること。 

            ・戦傷病者、戦没者遺族、引揚者及び未帰還者留守家族の援護に関すること。 

            ・中国残留邦人等支援給付に関すること。 

            ・住宅手当緊急特別措置業務に関すること。 

 

      子ども・  ・児童、女性相談の受付、面接調査及び指導助言に関すること。 

      女性相談課 ・児童相談に係る市町への技術的援助に関すること。 

部 次         ・児童虐待通告の受付に関すること。 

長 長         ・措置業務及び里親に関すること。 

            ・児童福祉施設の指導及び連絡調整に関すること。 

 

      障害福祉課 ・市町の福祉施策の支援に関すること。 

            ・身体障害者・知的障害者の相談、面接調査及び指導助言に関すること。 

            ・身体障害者手帳及び療育手帳に関すること。 

            ・身体障害者の補装具費・更生医療の給付に対する判定業務に関すること。 

            ・身体障害者・知的障害者関係施設の在籍状況に関すること。 

 

      判 定 課 ・診断判定の査察及び研修に関すること。 

            ・児童の心理判定、行動観察及び指導助言に関すること。 

            ・女性・身体障害者・知的障害者の心理、職能判定及び指導助言に関すること。 

            ・重度認定（知的障害児、肢体不自由児）に関すること。 

            ・自立支援法の支給申請にかかる判定に関すること。 

            ・発達障害児、情緒障害児の通園指導に関すること。 

            ・不登校児童等指導事業に関すること。 

 

      自立支援課 ・児童相談所一時保護所（清心寮）に関すること。 

            ・女性相談支援センター一時保護所及び婦人保護施設(白百合寮)に関すること。 
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２ 管内の状況  
 （１）石川中央保健福祉センター福祉相談部の管轄地域は、所管する業務によって下記のとおりとなっ

ている。 

①福祉に関する事務所          ：石川郡・能美郡・河北郡                 

②中 央 児 童 相 談 所          ：小松市・加賀市・かほく市・白山市・能美市・能美郡・石川郡 

河北郡                           

③女性相談支援センター：県内全域 

④身体障害者更生相談所：県内全域 

⑤知的障害者更生相談所：県内全域 

 

 （２）管内の状況                       （平成２１年１０月１日現在） 

所轄区域 市 町 名 面 積（k㎡） 人 口（人） 世 帯 数 

女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー 

・ 

身
体
障
害
者
更
生
相
談
所 
・ 

知
的
障
害
者
更
生
相
談
所 

中 

央 

児 

童 

相 

談 

所 

小 松 市 ３７１．１３ １０８,７７９ ３７,７５７ 

加 賀 市 ３０６．００ ７２,６３５ ２６,８３０ 

かほく 市 ６４．７６ ３４,７５７ １１,１４８ 

白 山 市 ７５５．１７ １１０,７４９ ３７,４９４ 

能 美 市 ８３．８５ ４８,４６４ １６,１４４ 

福
祉
に
関
す
る
事
務

所 能美郡 川 北 町 １４．７６ ６,０８５ １,７３３ 

石川郡 野々市町 １３．５６ ５０,５９４ ２２,９３１ 

河北郡 
津 幡 町 １１０．４４ ３６,７５６ １１,５５４ 

内 灘 町 ２０．３８ ２６,７３０ ９,８７７ 

計 １５９．１４ １２０,１６５ ４６,０９５ 

計（中央児童相談所） １，７４０．０５ ４９５,５４９ ２２９,７０３ 

金 沢 市 ４６７．７７ ４５７,２７３ １８９,７２９ 

七 尾 市 ３１８．０１ ５８,６６８ ２１,５７６ 

輪 島 市 ４２６．２６ ３０,３００ １１,８１０ 

珠 洲 市 ２４７．２０ １６,３２５ ６,３７２ 

羽 咋 市 ８１．９６ ２３,４８６ ８,２２４ 

羽 咋 郡 
志 賀 町 ２４６．５５ ２２,３３２ ８,０４１ 

宝達志水町 １１１．６８ １４,４９８ ４,６９６ 

鹿 島 郡 中能登町 ８９．３６ １８,６００ ６,２４６ 

鳳 珠 郡 
穴 水 町 １８３．２４ ９,７５０ ３,６９５ 

能 登 町 ２７３．４６ １９,８７５ ７,６２３ 

合 計（県計） ４，１８５．５４ １,１６６,６５６ ４４３,４８０ 

 （注）  １ 人口・世帯数は、「平成１７年国勢調査」結果（１０月１日現在）に基づく推計値 

２ 面積は、国土地理院の「全国都道府県市区町村別面積調」 

平成２１年１０月１日時点の面積（公表値）であり、後述の児童相談所等の児童人口等の統計数

値も、１０月１日を基準とした推計値である。 

３ 福祉に関する事務所の所轄区域については、能美郡の生活保護以外の業務は除く。 
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３ 療育手帳交付事務 
  石川県療育手帳規則に基づき、知的障害者（児）への一貫した指導・相談と各種援助措置を受けや

すくするための手帳の交付事務を当センターで行っている。 

 

(1) 療育手帳交付手順                  申請(進達) 

                                交付(進達) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 療育手帳交付状況                                      （単位：件） 

区 分 新 規 更 新 合 計 

判 定 Ａ 68 396 464 

判 定 Ｂ 265 456 721 

合  計 333 852 1,185 

  判定Ａ：重度の障害 

    判定Ｂ：中度又は軽度の障害 

 

(3) 療育手帳取扱い状況                     （単位：件）  

区 分 判 定 Ａ 判 定 Ｂ 非 該 当 合 計 

18歳未満 197 405 21 623 

18歳以上 267 316 2 585 

合  計 464 721 23 1,208 

 

申

請

者 

町
役
場 

居
住
地
の 

市
役
所 

居
住
地
の 

セ
ン
タ
ー 

県
保
健
福
祉 

県
石
川
中
央
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー 

知
的
障
害
者
更
生
相
談
所 

中
央
児
童
相
談
所 

 
七
尾
児
童
相
談
所 

判 定 
 

金
沢
市
児
童
相
談
所 



 4 

４ 身体障害者手帳交付事務 

  身体障害者福祉法第１５条に基づく身体障害者手帳の交付を当センターで行っている（中核市の 

金沢市を除く）。交付手順及び交付状況は下記のとおりである。 

 

(1) 身体障害者手帳交付手順                             申請(進達) 

                                   交付(進達) 

  

 

 

 

 

 

 

 依頼→ 

  

 

 

 ←決定 

 

 

 

(2) 身体障害者手帳交付状況  

新規交付件数 再交付件数       計 

2，024 １，040 3，064 

 

(3) 等級別障害別身体障害者手帳新規交付状況              （単位：件） 

  等 級 

 

障害名 

重  度 中  度 軽  度 
計 

障害別 

比 率 

（ ％ ） １ 級 ２ 級 ３ 級 ４ 級 ５ 級 ６ 級 

視  覚 14 １9 9 8 4 4 58 2.9 

聴覚平衡 ― 6 15 18 ― 73 112 5.5 

音声言語 

そしゃく 
― 2 22 5 ― ― 29 1.4 

内  部 408 3 184 201 ― ― 796 39.3 

肢体不自由 280 184 211 293 33 28 1,029 50.9 

計 702 214 441 525 37 105 2,024 100.0 

程度別比率 

（％） 
34.7 10.6 21.8 25.9 1.8 5.2 100.0  
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(

却
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及
び
複
雑
な
案
件
の
判
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身
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障
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審
査
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身
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専
門
分
科
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